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地域医療研究会
出席者：木下副会長・三浦専務理事・濱本常任理事

佐々木常任理事・弘山理事・田中理事

コメンテーター：青木重孝日医常任理事

Ⅰ　各県からの提出議題
1.市町村合併にともなう検診体制について（鳥取県）
　市町村合併にともない、検診体制が後進的な安

い体制に流れがちになるが、各県ともに検診内容

の低下を起こさないように県等と協力して監視し

ていく。

青木日医常任理事：住民サービスが低下しないよ
うに監視・要請していく。

2. 島根県の地域医療の現状（島根県）
　開業医の高齢化、医師の都市部偏在等により、

中山間部の医師不足が年々深刻化。中小病院を中

心として専門医の不足も顕著。医師確保対策につ

いて現状と意見をもとめられた。

　鳥取県は現時点では医師確保に混迷していな

い。

　岡山県はドクターバンク制度と、80 歳以下の

「自宅会員」に就業への依頼を行い、成果を得た。

　山口県はドクターバンクの運用を開始する。

　愛媛県は愛媛大学医学部で地域医療機関への紹

介窓口が一本化された。ドクターバンクと合わせ

て運用していく。今後の課題として大学入試の時

に県内出身者枠の設定や、奨学金制度の創設も必

要と思われる。

青木日医常任理事：診療科の問題も含め、日医総
研に調査を依頼したところである。新しい臨床研

修にともなう指導医の問題、女医さんの増加にと

もない、ご主人の都合で勤務先を移動する点、大

学病院の独立行政法人化や DPC 化の問題等によ

る大学への医師の集中など難しい問題を含んでい

る。

3. 介護保険等の改定について（岡山県）
①島根県は、平成 13年度から「介護サービスの

有効性評価に関する調査研究事業」、平成 15

年度は「維持改善サービス調査研究事業」を

日医総研と共同で行ってきた。

　この研究事業の結果、軽度介護者（要支援・

要介護 1）への現状のサービス提供が、「要介

護度の悪化」を引き起こし、「自立支援」になっ

ていないこと、さらに「歩行機能」「嚥下機能」

の低下が利用者の日常生活活動を低下させ、

要介護度の悪化の誘因になることが分かった。

　これらを踏まえて今後、在宅重視と自立支援

の観点から、また有効な介護サービスを提供

するためには、だれでもが取り組める安全な

高齢者のリハビリテーションや、介護予防の

技術の研究が必要との結論から、平成 16年度

は「軽度介護者への効果的なリハビリプログ

ラムの構築と評価事業」を行い、有効なプロ

グラムの開発に取り組んでいるところである。

　鳥取県より、パワーリハビリにおける筋力ト

レーニングは歩行機能維持向上に大きく役立

つものと感じており、同県では各市町村がパ

ワーリハビリの委託事業を推進し、その効果

中国四国医師会連合各種研究会
中国四国医師会連合医学会

と　き　　平成 16年 9月 4～ 5日

ところ　　ホテルクレメント徳島
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は上がってきているとの報告もあった。

　「通所看護」については各県とも「その概念が

理解できない、もっと介護の質とケアマネの

質を高める必要がある」という意見が多かっ

た。

② 5月の中四国医師会連合総会でも議題となっ

たが「介護保険と障害者福祉は本質的に異なっ

ており、単に財源確保の目的で統合するので

あれば反対である」という意見が大多数であっ

た。ただし、本来の「社会福祉」という面か

ら考えると高齢者や特定の疾患を持つ人たち

だけに限定して運用されている介護保険は問

題であり、年齢にかかわらず社会全体で（高

齢者・障害者等の）社会的弱者を支え、見守っ

ていくのが本当の成熟した社会保障を持つ国

の姿であると山口県から主張した。

青木日医常任理事：
①メニューを増やさず、質の向上を目指した発

足 5年後の改革をすべきであり、介護の場に

おいても医療提供体制が適切でなければなら

ないし、徹底したケアマネジメントが必要で

ある。現実にこれらが欠けているという指摘

があることを日医へ帰ったら伝える。

　「通所看護」はモデル事業として行われたもの

であるが、本来これらは医療機関内で行われ

るべきもので、日医としては反対している。

② 7月 30日に出た社会保障審議会・介護保険部

会報告の「介護保険制度見直しに関する意見」

でも、介護保険と障害福祉の統合については

「積極的な考え方」と「慎重な考え方」の両論

併記になっている。

4. 少子化対策について
　行政の施策と関連して、医師会の役割が大きく

求められている。

　鳥取県は積極的に取り組んでいるが、決め手が

なく、さらに効果的な方法があればご教授お願い

したい。高齢化対策に追われ、少子化対策はおく

れている。

　岡山県は県の諸施策への協力・参加とともに、

女医部会（約 300 名）を設置し、出産・育児に

より女医が研究・医業をやめないで済むように少

しでも支援できるシステム作りを目指している。

また、復職がスムーズにできないものかとワーク

シェアリング、ドクターバンクを作っている。不

妊治医療他に参加し、いろいろなプランを検討し

ている。

　山口県は、周産期の医療体制の整備、小児救急

電話相談事業、妊婦・産後の母親の抑うつ予防対

策に参画している。

　香川県は周産期医療対策、6歳未満の乳幼児の

医療費原則無料、保育所の増設・定員増、小児救

急電話相談事業の開設等を行っている。

　愛媛県は、県の施策に提言、協力をして行く。

5. 警察医（警察活動協力医）会について（山口県）
　当県と鳥取県を除いた中四各県では警察医会な

いし警察連絡協議会等の名称で組織化し活動して

いる。

　徳島県は、さらに歯科医師会も加入している。

活動内容としては、年 1回の総会及び研修会の

開催である。

青木日医常任理事：日医としては、（警察医に）
関与していない。アンケートの結果、47 都道府

県の取組状況は千差万別で、未設置は4都道府県、

内 2県が中四国ということであった。県警が医

師（会）へ依頼して警察医会を作ったところが 8

割、都道府県医師会が主導して医師会内の組織と

して構成しているのが 2割であった。

6. 県医師会における暴力団の不正要求排除の試
み（徳島県）
　各県ともに、診療報酬・保険金詐欺絡みの事

件はないとのことであった。約半数の県医は、暴

力追放県民会議に参画し、情報収集や暴力対策マ

ニュアル等を会員に配布して、情報提供を行って

いる。

　本県においても、3月頃、有料情報サイトの不

当料金請求が頻発したので、県警と連携して会員

に対し「緊急警告」を発し、周知を図った。この

対応により、大きな問題にならずに済んでいる。
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7. 法律改正後の学校での結核検診の状況につい
て（香川県）
　平成 15年 4月からの問診表による結核予防対

策で、結核患者がどの程度発見されたか、各県の

実情を問われた。

　各県とも結核患者の発見はなかった。

　結核病学会中四国支部長西村先生（愛媛県）は、

学童の結核発症率が非常に少なく 10万人に対し

1.5 人。今までのツベルクリン反応で見つかる状

況ではない。実際に患者が発生しているのは家族

内感染。したがって普段のお子さんの様子をしっ

かりと見ることで発見できるという学会の考えで

ある。問診システムで患者さんを発見しようとい

う意志はない。問診で一番気をつけてほしいのは

外国に行ってきた人や、（広島であった）外国に

いた人が此方に来られた人の中に一人患者さんが

おられた。胸の写真とか撮られていない中国のお

子さんがいらっしゃれば、胸の写真を撮られるな

どしていただきたい。

8. 卒後臨床研修制度について（高知県）
　高知県医師会は、高知県出身で他の地域の医学

部を卒業する学生に、研修指定病院の説明を行っ

た。そのようなことを他県でもされているかお聞

きしたい。

　広島県は、広島県地域保健対策協議会に地域医

療臨床研修部会を設置。広島大学の枠を超えた、

県内全域での臨床研修病院群ネットワーク作りを

目指したが、具体的行動に至らなかった。勤務医

部会で卒後臨床研修の体制と題してセミナーを開

いている。

　岡山県は日本医師会のモデル事業を引き受けて

いる。二つの医育機関があり、それぞれが独自の

卒後臨床研修システムを構築している。医師会は

この二つの大学と緊密な連携を保っている。

　その他の県では特に何も行われていない。

Ⅱ　日医への要望・提言
１．インフルエンザワクチンの安定供給体制と返
品対策について（鳥取県）
青木日医常任理事：昨年度の残ったワクチンは
18 万本、全体の 1.2％であり、市場原理の下で

の結果とすれば、うまく行った方だと考えている。

検討会においてもワクチン増産を強く申し入れて

いるが、ワクチン製造会社が株式会社であるため、

余るような量のワクチン生産はしたくないことか

ら、大幅な増産は難しいのが現状である。

　今年度は、昨年度ワクチン使用量の 36.5％増

に当たる約 1996 万本を製造する予定である。安

定供給体制についての厚労省からの通知では、今

年度においては約 5％に当たる 100 万本を不足

時の融通対策として保管し、国が出庫調整をする

こととしている。その出荷については、日医と十

分協議することになっている。医療機関同士で融

通しないでも済むように対応したいと考えてい

る。医療機関からのワクチン注文量が、昨年度実

績の 3割を上回らないように、返品を前提とし

た注文をしないように協力をお願いする。

　ワクチン不足という事態が生じないためには、

2～ 3割残るくらいの十分量のワクチンが必要だ

と考えているので、メーカー側に引き続き増産を

申し入れるつもりである。

２．医師の偏在化と僻地医療について（島根県）
　提出議題 2で協議済みのため、省略。

３．社会保障費の財源に対する日医の取り組みに
ついて（岡山県）
　医療費、介護保険費、年金等の社会保障費等を

どのように位置付け、また、評価し、その財源と

していかほどの予算を組むつもりなのか、政府、

厚労省と具体的資料を基に談判していただきた

い。具体的財源なくして医療、介護等の制度変更

などの枝葉を論ずることはおよそ意味のないこと

と思われる。

青木日医常任理事：日本医師会においても、そう
いう議論は出ている。常任理事会でも二度ほど出

ている。皆が自覚していることであるし、先生の

言われるグランドデザインをどうするのかという

ことも含めて、避けて通れない問題だと考えてい

る。

　ただ、こういう議論をする際、財源論に入って

きた時に、税源をどうするのかという話をしてお

かなければどうにもならない。そうすると、税収

増ということを主張することになるわけで、国民
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に増税だとなった時に十分に受け入れられるだろ

うかということが、私どもが議論しても前に進ま

ない要因である。

　中には医療はこれだけ要る、福祉にはこれだけ

要るという形で出し、政府はそれを解決する義務

があるという形で持っていく方法もあるのではな

いかという議論もしている。まだ結論が出ている

わけではないので早急に結論を出さなければなら

ないと思う。

4. 小児救急電話相談事業その後の状況について
（広島県）

青木日医常任理事：今年度から始まった厚労省の
補助金事業で使われる #8000（固定電話）よりも、

現在広島県でモデル事業として実施されている携

帯電話で小児科医師が直接対応する方が優れてい

ることは理解している。

　ただ、（休日夜間の）小児初期救急患者の 90％

が二次救急病院を受診しているという事実があ

り、これを早く解消して、二次救急病院の先生方

の負担をできるだけ軽減したいということから、

#8000 事業を国が急いでおり、日医としても対

応していきたいという考えである。ただ、広島の

形にできるだけ近いものにするように努力してい

きたい。#8000 については、日医が携帯電話会

社と交渉して、県単位で繋げることが可能である。

5.「ACLS 研修」を国の委託事業に（山口県）
青木日医常任理事：日医は予算概算要求の中に
ACLS 教育を入れて要求した。それに対して厚

労省の概算要求では、（ACLS 直接はなかったが）

AED関係で1億7,100万円要求されている。まだ、

財務省と折衝前の段階である。

6. エイズ並びに性教育について（香川県）
　エイズの患者数は依然として少しずつ増加して

いる。他の性感染症も若年者での増加ないし低年

齢化が報告されている。日医としても国へ十分な

働きかけをしてリーダーシップを発揮していただ

きたい。

青木日医常任理事：今月中に「STOP　HIV　AIDS」
というものを立ち上げる。一番ポイントと思われ

るのは、こういう視点を持って専門小委員会に 2

人の性感染症の専門家の先生に入っていただくこ

とになっている。

[ 記：理事　弘山　直滋・田中　豊秋 ]

医療保険研究会
出席者：藤原会長・三浦専務・西村常任理事

正木理事・湧田理事・萬理事

Ⅰ　各県からの提出議題
A）医療保険関係
（1）保険医の定年制及び保険医の指導における
保険者の関与について（鳥取県）
　本年 7月健保連が発表した「医療供給体制に

ついての検討状況」の中で、「保険医の定年制導

入と、保険医の指導・監督に保険者が関与すべき」

と提言したことに対して、各県すべて断固反対。

松原日医常任理事：医師は自分の判断で仕事を止
めるべきだ。また、保険者が直接保険医の指導・

監督することはありえない。

（2）投薬期間の延長による影響について（島根県）
　各県とも、内科系の診療所では減収になってい

るが、診療所の医師と大病院の医師とでは長期投

薬に対する認識が異なることを指摘。

松原日医常任理事：長期投薬にともなう指導料の
増額を厚労省と交渉しているが、大病院の医師に

対して 90日を超すような超長期投薬をしないよ

う要望。

（3）「死体検案」について　（岡山県）
　平成 16 年 5月 30 日読売新聞朝刊に「医療の

値段：死体検案書に 5万円」の記事の中で、厚

労省回答の「医師により死亡が確認されるまでは

保険診療の対象になる」を引用し、「初診料と往

診料は健康保険で請求可能のため高すぎる」と報

道したことに対し、西日本はすべて自費扱いだが

東日本は厚労省の見解に従った処理をしている。

松原日医常任理事：保険診療は生きている人に使
用すべきと考えているが、厚労省と検討して全国
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一律の方法を取れるようにしたい。

（4）集団的個別指導の意義　（広島県）
　各県とも、高点数のみをもって指導の対象とす

るのは問題で指導大綱の改善が必要と認識。

松原日医常任理事：「高点数が悪い」という指導
大綱が間違いで、医師会内部からの自浄作用とし

て個別指導が行われるよう厚労省と協議する。

（5）診療情報提供料の算定について　（山口県）
　「入院中の患者が紹介により他医療機関を受診

し、その結果を文書により入院医療機関に回答し

た場合、診療情報の算定を認めているか」に対し、

認めている県、国保のみ認めている県等、対応が

各県により異なっていた。

松原日医常任理事：「算定できない」と明確に書
いてない以上、外来患者が入院中かどうかにかか

わらず診療によりその結果を診療情報として書い

た場合、情報提供料は算定可能と考える。現在厚

労省と交渉中。

（6）電子レセプトの病名と薬事法承認事項の病
名の不一致に関して　（香川県）
　電子レセプトの場合、傷病名の記載は「ICD10

コード」か「厚生省コード」に準拠して選択する

ことが一般的だが、コード病名と薬事法承認事項

に記載されている傷病名が合致しない、あるいは

コード病名に未収載の病名が多く存在するが、各

県の対応はいかがか。

　これに対して、「審査委員の判断によるが、同

等の病名があれば認める」とする県が多かったが、

「一部返戻もあり得る」とする県もあった。

松原日医常任理事：問題は保険者に電子レセプト
提出となったときに病名不一致による返戻・査定

が増加する可能性があることで、「有効性と安全

性が確立された医薬品に関しては、薬理作用に基

づいた使用を認める」とした昭和55年通知に従っ

た審査をしていただくよう厚労省と審査会に要請

し、すでに保険局が平成 16年 7月 9日、従来通

り適切に、すなわち保険適用にすべきという通知

を出した。

（7）保険に関する疑義解釈について　（愛媛県）
　個別事例に対する各県の対応を質問されたが、

各県により対応が少し異なり報告は省略する。

B）労災・自賠責保険関係
（8）交通事故における健保使用について（高知県）
　患者からの申し出があれば、医療機関は交通事

故患者の健康保険使用を断ることはできないが、

損保会社職員が患者に「健保を使用したほうが有

利」と誘導していることに関して、自賠責保険に

対する各県の意見はいかがか。

　これに対し、各県とも「自賠責保険」がある以

上、損保会社の利益のための健保使用には問題が

あるとする意見が多く、健保の使用に明確な基準

を設けるべきとした。愛媛県から日本臨床整形外

科医会編の「Q＆ A交通事故診療ハンドブック」

が有用との発言あり。

松原日医常任理事：労災・自賠責委員会で検討す
るよう担当理事に伝えるが、株式会社が医療に参

入すると同じことが医療保険でも起こりうるため

断固阻止する。

　当県の正木理事より「会員から自賠責保険に対

する不満が非常に多い、“労災特掲”の方向で逓

減制廃止はできないか」との質問に対し、松原日

医常任理事は「この件に関しても検討したい」と

答弁。

C）その他
（9）患者の囲い込みについて　（徳島県）
　介護保険が始まって、患者の囲い込みが行われ

ているように思われるが、各県ではいかがか。

この件に対し、各県とも一部囲い込みを感じるが

表立って問題になっていない。しかし一部医師の

モラルが問われている例として「グループホーム

入所中の患者全員に対する訪問診療、あるいは在

総診の請求があり、監査の対象となり得る」との

報告があった。

松原日医常任理事：制度として良くするよう検討

6
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したい。問題事例があれば知らせてほしい。

　［記：理事　萬　忠雄］

Ⅱ　日医への提言･要望事項
（10）多剤投与にともなう処方料（及び処方せん
料）減額の廃止について（鳥取県）
　多剤投与にともない処方料（及び処方せん料）

が減額されるシステムは、薬価差がほとんどなく

なった現在、まったく不合理と考える。

松原日医常任理事：導入された時、憤りを感じた。
薬剤を減らそうとしても減らせないこともあるの

で努力していきたい。

（11）国の形、特に福祉について　
　大きな政府か、小さな政府か、日本医師会はど
ちらを主張するのか（島根県）
　スウェーデンに代表される北欧型の高福祉、す

なわち大きな政府を選択するのか、あるいはアメ

リカに代表される自由主義、市場原理に基づく小

さな政府を選択すべきか、日医のお考えを教え願

いたい。

松原日医常任理事：自民党は新自由主義に基づき、
なるべく福祉を削る方向にある。日医は、国民に

とって必要な社会保障 ( 医療、福祉 ) は十分に確

保すべきと考える ( この面では大きな政府 ) 。し

かし各論においては、政府に無駄なものはなるべ

く排除してもらうようお願いしている（小さな政

府）。大きな政府、小さな政府と一概には決めら

れないが、日本国が医療において十分に幸福であ

るように求めていく。

（12）医療保険と介護保険の関係について(岡山県)
　松原謙二常任理事 ( 医療保険担当 ) と野中博常

任理事 ( 介護保険担当 ) の主張に、一部不一致な

点が見られる。いろいろな意見、主張があっても

よいと思うが、根幹の部分が揺らぐと一般会員の

不安も増幅する。医療保険と介護保険との関係を

今後日医がどう考えていくのか、はっきり示して

いただきたい。

松原日医常任理事：文章になると難しく、マスコ

ミは自分 ( 松原常任 ) の考え方を正確に載せてく

れない（本意ではない部分もある）。野中常任と

考え方はまったく一緒である。医療が必要な人は

十分に医療保険で、介護が必要な人は介護保険で、

そして必要な場合は互いに補完しあうべきであ

る。厚労省には医療保険と介護保険の一本化 ( 老

人保険 ) という考えもあるが、日医としては医療

保険と介護保険の一本化は考えていない。

（13）集団的個別指導の改善について（広島県）
　選定基準の不合理性、すなわちこの指導は単

に医療費の抑制が目的のように考えられることよ

り、廃止を含めて全国的に検討してほしい。

松原日医常任理事：積極的に取り組む。

（14）介護保険を利用して訪問看護を受けている
場合の、点滴注射の管理指導料及び薬剤料算定を
認めることについて ( 山口県 )
　平成 14年 9月の厚労省通知で、看護師等の注

射行為が認められた。また、平成 16年 4月の改

定で、在宅患者訪問点滴注射管理指導料が新設さ

れ、薬剤料の算定も明記された。しかし、これは

医療保険での訪問看護に限定されている。現実は

介護保険での訪問看護が圧倒的に多く、こちらで

の算定も認められるべきである。日医として強く

要望していただきたい。

松原日医常任理事：指示は医療の医師が出すわ
けであるから、医療保険の中で請求すべきであ

る。個人的意見として、訪問看護はあくまで医療

の主導の元で行うべきものであって、ケアマネー

ジャーが必要かどうかの判断をするものではな

い。したがって訪問看護は医療保険から給付され

るべきであったと考える。今、介護保険課と議論

している。

（15）診療報酬に関して（徳島県）
1. 外来看護師のコスト（外来患者 30 人に看護師
1人）を診療報酬などに解る形で反映してほしい。

松原日医常任理事：充足していないときどうなる
か問題がある。検討はしていきたい。
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2. 特定疾患療養指導料の対象疾患に逆流性食道
炎を認められないか。

松原日医常任理事：胃炎を合併していることが多
く、今まで問題にならなかった。積極的に検討し

たい。

3. 画像診断がなくても腫瘍マーカーの算定を認
めてほしい。

松原日医常任理事：検査の必要性は県によって対
応が違う。点数が高いので保険者は簡単には認め

てくれないが、財源の問題も絡めて検討中である。

（16）慢性期入院医療の給付について（香川県）
　厚労省は、入院医療については医療保険の適用

を急性期と亜急性期医療に限定した上で、慢性期

の入院医療は特定の病態である患者を除き、介護

保険から給付すべきであるとの方針を明らかにし

ているが、これに対する日医のご意見をうかがい

たい。

松原日医常任理事：慢性期すべてを介護保険で給
付することは絶対に許さない。

（17）施設基準が定められた手術の要件について
（愛媛県）

　16 年 4 月の改定で定められた要件であるが、

症例数について問題がある。また、医師の経験年

数についても、経験年数、熟達度を満たす医師を

呼んできて手術する場合もあるが、そういうこと

がまったく考慮されていない。厚労省に改善を申

し入れていただきたい。

松原日医常任理事：問題があると思っている。十
分な議論なしに導入された。改善したい。

（18）ジェネリック薬品の適応について（高知県）
　今回、抗血小板薬やプロトンポンプ阻害剤の後

発品が収載されたが、その適応が狭い範囲でしか

認められていない。それが認められれば、医療費の

節約になると思うが、日医は先発品と同様な適応拡

大の推進をしていく考えはないのかうかがいたい。

松原日医常任理事：PPI の期間の制限は間違って
いる。薬理作用に基づいた処方は認められるべき

である (55 年通達 ) 。審査委員会でも協力をお願

いしていただきたい。

　［記：理事　正木　康史］

医事紛争研究会
出席者：藤原会長・上田副会長・吉本常任理事

杉山理事 /末永・弘田両顧問弁護士

　はじめに担当県の碓井広島県医師会長の挨拶

の後、新本広島県医師会常任理事の司会により開

会。日本医師会から出席の3名の紹介があった後、

さっそく議題の討議に入った。

【協議議題】
1. 医療事故・過誤の把握状況について（岡山県）
2. 日本産婦人科医会からの「医療事故・過誤　
防止事業」に対する協力依頼について（香川県）

　この両議題は一括協議。ともに平成 16年 4月

1日から日本産婦人科医会が「医療事故・過誤防

止事業」を開始し、全会員に妊産婦死亡や新生児

脳性麻痺等重大な事例を全て報告するよう義務づ

けたことに対して、各県の医療事故・過誤の把握

状況及び医師会がどこまで協力できるのかという

ものである。

　同様の事業は既に泌尿器科医会等でも行われて

いるし、また厚労省の医療安全推進室は国立病院

に対して、医療事故の届け出を義務化している。

　事業の目的は医療事故・過誤の全例収集とその

分析により事故防止対策に役立てようというのが

趣旨であり、ペナルティに結びつけようというも

のではないとのことである。

　各県とも国公立病院については医賠責保険の関

係で、事例を把握できていないのが現状。

　山口県産婦人科医会では、県医医事紛争対策委

員会の産婦人科委員が医会役員を兼務しており、

県医が受理した産婦人科事故事例を承知しておら

れる。

3. 民事裁判も行政処分対象とすることについて
　（岡山県）
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4. 自浄作用活性化委員会、民事事件にともなう医
道審議会における行政処分、並びにリピーター
について（徳島県）

　この 3、4もほぼ同様の議題で、民事裁判も行

政処分の対象にしようとする動きに対してのもの

である。裁判の長期化は医療側にとっても、患者

側にとっても好ましくないので、和解による解決

を視野に入れて対応してきた。しかし民事裁判結

果が行政処分の対象になるようであれば、明らか

な有責事例を除き、和解等による有額解決は避け

ざるを得なくなるだろう。

　ただこれまでは、実際に刑事事件とならなかっ

た医事紛争事例として、医道審議会に上ってきた

ものはわずかであるが、それらはリピーター事例

が多い。逆に刑事事件でありながら、漏れて医道

審議会に上ってこない事例が多数あるのがこれま

での状況であった。今までは新聞等で報道されな

いものについては厚労省で把握できなかったため

で、罰金以上の刑に処せられた事例は全例法務省

から厚労省に報告する制度ができたので、今後は

起訴され略式裁判で罰金刑に処せられたものまで

上ってくる可能性がある。交通違反も同様である。

　これらと関係して、弱者救済的な判決や和解

勧告が多くなっている最近の裁判の傾向を考える

と、無過失補償制度が必要であるとの意見が多数

出された。日医でもすでに常任理事会で議論され、

プロジェクト委員会の立ち上げが決定されたとい

う。

5.医療水準の地域差と説明の範囲について（高知県）
　一般に医療事故裁判で焦点となるものに医療水

準というものがある。具体的には脳血管造影検査

で事故が起きた事例に対し、裁判では検査の前に

脳血流検査（高知県内にはこれを行える医療機関

がない）等を実施すべきであったと判断されたこ

とに対して、県外での前検査としての脳血流検査

まで言及してのインフォームド・コンセントを行

う必要があるかというものであった。

　脳血管造影検査については、死亡率、合併症等

を含め、そのリスクを十分説明して実施している

のが実情で、上記の前検査を必ず実施しておかね

ばならないというものではないというのが大方の

意見であった。

6. 少額訴訟対応について　（山口県）
　少額訴訟は簡易裁判所が扱い、比較的簡単に訴

状が受け付けられる。一方、裁判所からの出廷命

令を受けた側、医師側ではパニックに陥り、少額

ならと安易に解決を図ろうとすることもあり得よ

う。今後、少額訴訟提起が増加すると考え、当県

より提出した。

　岡山県と広島県から、1例ずつ少額訴訟事例が

報告された。

　本県事案は訴額が約 9万円で、診療内容にまっ

たく問題なく、当方が本訴に移行するよう主張し

たところ、相手側では請求理由の主張が出来ず、

手続未完のまま取り下げが確定した。このように

訴額が少額であっても毅然とした対応を取ること

が、今後同様の訴訟の増加を防止する上で重要と

考えている。

7. 裁判上の和解について　（広島県）
　広島県では医療訴訟原告側として有名な弁護士

がいて、医療訴訟がきわめて多く、裁判官が判決

文を書くのを嫌って、和解勧告を行う傾向にあり、

他県の状況はどうかというものである。

　提案の広島県、他各県でも一般に増加の印象と

いう所が多かった。安易な妥協はすべきでないと

いう建前がある一方で、和解は、公開されること

も少なく、被告医師と患者及びその家族とを長期

に亘る裁判の重圧から解放する等の利点もある。

議題 3、4で問題になったように民事裁判結果が、

行政処分対象になるような事情が具体的になれば

再考が必要であろう。

　山口県の場合、訴訟事例は 30％で、このうち

和解はさらに 10％程度。それも医師に過失はな

いと認めたものの、裁判費用や弁護士費用などを

医師側に負担を求めたというものである。

8. 医事関係訴訟連絡協議会の専門委員制度につ
いて（香川県）
9. 専門委員について（医事関係訴訟）（徳島県）
　8と 9議題は医事関係訴訟連絡協議会の専門委

員制度についてのものである。医療裁判は専門的

で複雑なため、専門家を選任して争点整理や裁判

官への助言等を得ようというもので、一応本年 4

月から発足の予定である。同様のものは他に建築

9
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関係分野がある。

　岡山県と愛媛県では県医師会に依頼があり、既

にそれぞれ 2名の専門委員が推薦されている。

県医師会へ全然コンタクトのない県も多く、単に

問い合わせのみの県もあった。

　山口県医師会では推薦を求められたことはない

が、大学教授や助教授、大病院の院長など 8人

に専門委員就任の要請がなされている。現在実質

上の問題はないとしても、県医師会が推薦母体で

あることが望ましいと考えている。

10. 研修医の医師賠償責任保険加入について
（鳥取県）

　研修医の医師賠償責任保険加入について、日医

は最近既に研修医の日医医賠責保険加入のための

新しい会員区分 A② (C) 会員が創設された。年会

費は医賠責保険料相当額を含み 6万 1千円と設

定された。

【日医への要望・照会】
1.　2 県より新臨床研修医の日医医師賠償責任保険
加入について質問と要望があった。

（高知県・広島県）
2. 日医付託された事案の委員会討議内容や結果
を各都道府県医師会へ提供してもらえないか

　（山口県）
　個人を特定できないようにして、毎年日医が医

事紛争担当理事連絡協議会で配布している「医療

行為と民事責任に関する判例一覧」のような形式

にまとめて提供することはできそうであり、努力

する。

3. 鑑定人候補リストを作成していただけないか
（鳥取県）

　医療訴訟においては鑑定人の意見は大きく判

決に反映される。一方鑑定人の引き受け手が少な

く、特異な人が受けて、特異な鑑定結果を出すこ

とが少なくない。裁判所側では既にいろいろの動

きがある。例えば最高裁内では平成 13年より医

療関係鑑定人を推薦依頼などする医療関係小委員

会が発足し、年々依頼件数が増えている。医師会

側でも何らかの努力をする必要がある。鑑定人リ

ストなどは都道府県単位くらいの領域で作り、必

要に応じ近隣に照会するというのが実際的ではな

いか。もちろん日医も必要な援助があればするつ

もりである。

 [ 記：理事　杉山　知行 ]

特別講演 I：「今、医療に求められているもの」
　　　　　　日本医師会長　植松　治雄

　今一番の問題は混合診療だ。株式会社の参入は

10 月にも解禁されるかもしれない状況で経済諮

問会議から閣議決定される予定になっている。昭

和 36 年以来 40 数年間国民皆保険制度は、健保

闘争を通じて改正改正がなされてきた。若い先生

方はその経過をご存じない。国民にしてもいろい

ろあっても心配ない、という安易な考え方をして

いる。混合診療になぜ反対するのか十分に理解を

していない。たとえば足切りのように、1か月 1

万円程度の医療費は健康保険なしで自分で払いな

さい、ということになる。毎日新聞にもあります

ように、にわかには信じがたいが、財政諮問会議

が云うことより、医師会の言い分の方が正しい

ようだ、という意見も聞かれるようになった。わ

れわれは過去に誤解があって作られた医師会のイ

メージを変えなければならない。時間はかかるが

国民の信頼を回復することが大切だ。余談だが、

たとえば世の中はスピードアップしている時代、

昔ながらに時間がかかる育児はスピードアップが

できない。育児はスローフードのようなものなの

で、ミスマッチングが起こっているのではないだ

ろうか。

　世界医師会東京総会が開催されるが、テーマは

既に高度先進医療と決まっている。高度先進医療

は脚光を浴びているが、全人的な医療、かかりつ

け医療が横に置かれている。開催地会長の話の中

でそのことを話したい。医療の定義を武見会長は

「医療は医学の社会的な適応である」と述べてい

る。医学が進歩しても実際に行うのが医療、医療

には時代の背景があり、文化や地域性もある。そ

れぞれの社会にどう適応していくかだと思う。日

本医師会長に立候補した時、全国を回ったが、教

育・文化などさまざまな差があり、東京にいて机

上で絵を描いていてはわからないなと思った。高

度先進医療は不可能を可能にした。どんどん進め

たいという思いがある。たとえば生殖医療につい

て倫理的な問題を学会で話をしているが、医学界

の中だけで話していてはだめだ。宗教、文化など

広い分野の人たちを含め、同じ場で討論する必要

がある。謙虚な気持ちで、安全を考えて進めてい

10
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かなければならない。また、内視鏡下手術は保険

診療でなかったために、それを行った大学にペナ

ルティが科せられた時代があった。その後保険収

載されて、不可能な手術が内視鏡下で可能となり、

今日では皆が内視鏡下手術を受けられるように

なった。保険診療によって新たな医療が安く、皆

が受けられるようになった。そういった下支えを

している特定療養費はいずれ保険適応になるとこ

ろが、混合診療とは違うところである。

　生涯教育としては、自分が行わないことについ

ても知識として知っておく必要がある。現在の診

療レベルがどの程度なのか、先端医療はどうなっ

ているか。患者さんも IT によって知識を持って

いる。医療安全のためには医師免許証の更新の問

題がある。これは試験をするなどということでな

く、住民の信頼を得て生涯教育の中でやっていく。

安全で質の高い医療をどなたにも平等に提供する

ことは大事なことだが、その上に暖かい、人に優

しい医療が求められている。

　医療供給体制としては、診療所がプライマリ・

ケアとしての外来機能、病院が入院機能、という

機能分担を徐々にでも正しい方向に進んでいくよ

うにする。もっとも大切なプライマリ・ケアとし

てのかかりつけ医を病院がサポートする形が大事

である。診療報酬、点数表は複雑だが長い時間か

けて出来上がったものだ。診療報酬の改訂は次の

改訂でも今のような方向で行くだろう。2年に 1

度診療報酬改訂がプラスになるかマイナスになる

か、この 2年間にあるべき診療報酬のあり方を

中医協で議論していく。

　新たな卒後臨床研修制度が始まっている。今は

プライマリ・ケアが十分にできていない。医療を

良くするためにはプライマリ・ケアの充実がだい

じで、プライマリ・ケアに目を向け、プライマリ・

ケアのできる医師を作ることが必要だ。臨床研修

に係わる診療所の先生方は地域医療の大切さを教

えてほしい。プライマリ・ケア学会は専門医を作

ろうとしている。以前家庭医の専門医を作ろうと

して国立病院から医師が外国へ研修に行ったこと

があったがうまくいかなかった。各診療所の医師

はそれぞれ専門科はあるが、患者さんの背景を見

てアドバイスすることはできる。かかりつけ医と

して 10～ 20％の機能は持っている。24時間か

かりつけ医はできないので、各地域医師会でシス

テムを作る必要がある。地域で提供する医療は一

人ひとり違う。高齢者ではどの位の医療が必要か、

同じ症状でも望む医療が違っている。全人的医療

で、QOLを高めるものでなければならない。また、

定年後の医師の働く場としてドクターバンクを活

用して医師不足を何とかしたい。一次救急医や小

児科医などが足りない。このことに医師会は既に

取り組んでいるが、もっとアピールしなければな

らない。

　手術の施設基準が導入されているがアウトカム

を見なければ本当の評価はできない。人口分布が

違ったり地域差があり、地域住民の合意がなけれ

ばならない。医療費の 60 ～ 70％は病院の医療

であり、大病院指向が医療費の増大の一因となっ

ている。そこで外来診療費を病院では下げ、診療

所では上げたことがあったが、結果は予想と逆

になった。このように今の医療は診療報酬に振り

回された医療である。DRG-PPS については、現

在 DPC による包括化がおこなわれている。手術

料などがはずれているが、直ぐに包括化される恐

れがある。入院期間は短くなったが病気が治って

退院したのかは不明だ、追い出されたのではない

か。病院機能分化が求められているが、一部には

100 ～ 200 床で総合病院的機能を求めていると

ころもある。それぞれに対応していただきたい。

病床区分については西山氏がやめるときに無責任

にも慢性期は介護保険でといったがこういう考え

があることも知っておく必要がある。精神科病床

にしても基本的に受ける側が何を必要としている

かを知ることが重要だ。

　市場原理の危険性を国民に理解してもらう、国

民皆保険制度を国民とともに守っていく、一度押

し切られたら大変なので国民運動としてやってい

く。11月～12月は予算の話が大切な時期になる。

その時には各地域医師会にお願いすることがある

ので、資料提供の準備をし援助も考えている。混

合診療についてはもっと国民に知ってもらうため

に、マンガにして説明してはどうかとの意見があ

る。ともかく国民皆保険制度を守ることが重要で、

混合診療によってこれが崩れる恐れがあり、株式

会社の参入も断じて許すことはできない。先生方

には安全で、質の高い日常診療に努めてほしい、

またそうでなければならないと思っている。

［記：理事　湧田　幸雄］

11



平成 16年 10月 21日 第 1726 号山口県医師会報

754 －－

　毎年恒例の日本医師会・厚生労働省共催の「社

会保険指導者講習会」が、8月 25 日から 2日間

にわたって、日本医師会館にて開催された。

　この講習会は、日本医師会が毎年テーマを一つ

決め、その分野におけるわが国の第一人者に、執

筆を依頼して作成された、日本医師会雑誌特別号

「精神障害の臨床」（6月 15 日号）をテキストと

して行われた。

　講演は 10題あり、それぞれの執筆者が担当す

る。講演内容は以下に要約したものを報告するが、

詳細については後日、日本医師会雑誌に掲載され

る予定である。

　講演に先立ち、植松冶雄日本医師会長の挨拶が

あり「現代は高度情報化社会の中で人間関係も複

雑化し、人間としての心のゆとりがなくなってい

るのも事実である。国民はストレスの中で精神疲

労状態にあり、今こそ心のケアが必要となってい

る。患者さんは精神的な症状のみならず、身体的

な症状を訴えて来られることもよくあり、当たり

前のことだが、いつも患者さんの身になって対応

してもらいたい。

　精神医療を確保することは大変重要な意義があ

り、日頃の先生がたのご努力によって支えられて

いることには感謝したい。めざましい進歩をとげ

る精神医学を医師会としても支えていく所存であ

るし、厚生労働省にもその財源確保のお願いをし

ていきたい」と述べられた。

　続いて坂口厚生労働大臣（代読、辻哲夫厚生労

働審議官）の挨拶があり、「国民皆保険とフリー

アクセスを基本とするわが国の医療保険制度は、

世界的に高い評価を受けているところであるが、

一方で少子高齢化の進展、厳しい経済情勢、医療

技術の進歩など、医療をとりまく環境は大きく変

化してきている。このような状況下で、将来にわ

たって国民皆保険制度を堅持する観点から、平成

15年 3月末に医療保険制度体系及び診療報酬体

系に関する閣議決定がなされた。平成 16年 4月

の診療報酬改定は、基本的にはこれをもとに行わ

れた。具体的には、医療技術の適正な評価、医療

機関のコストや機能などを適切に反映したもので

ある。

　今後診療報酬体系の基準、尺度の明確化をはか

り、国民にわかりやすいものとなるよう、精力的

に検討していくとともに、医療保険制度を将来に

わたって安定かつ持続可能なものとなるよう、基

本方針に添って保険者の再編、統合や新しい高齢

第 48回　社会保険指導者講習会
「精神障害の臨床」

と　き　　平成 16年 8月 25日 ( 水 ) ～ 26 日 ( 木 )

ところ　　日本医師会大講堂

上田副会長

西村常任理事

濱本常任理事

湧田理事

萬理事

保険委員・支払基金審査委員　矢賀　健

出
席
者

出
席
者
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者保険制度の創設や、医療制度の抜本的な改革に

精力的に取り組んでいきたいと思う」と述べられた。

【記：常任理事　西村　公一】

現代の精神科臨床
上島　国利（昭和大学医学部精神医学）

　今年の 2月に厚生労働省から患者調査の発表

があり、それによると、精神症状を訴えて受診す

る患者が、この 3年間で 54万人増えていて、特

にうつ病は 1.6 倍も増えている。2002 年には精

神科受診者が 250 万人を突破したという数字が

出ている。精神に不全を来して受診する患者の数

が多くなっているという傾向である。

　かつて、精神医学といえば主に精神分裂病（今

の統合失調症）のことが語られていたが、今はま

ずうつ病が大きな話題になってきた。

　うつ病に関しては産業精神医学の分野で大き

な問題となっており、58.2％の企業がメンタル

ヘルスの問題で従業員が悩んでいるということを

いっており、また 3,000 人以上の従業員を抱え

る企業の 99.5％が心の病の問題を抱えていると

いわれている。そのうちもっとも多い疾患はうつ

病で、85.8%、年代では30代が49％で最多となっ

ている。

　それから、高齢になってくると、痴呆性疾患が

増えているかは不明だが、痴呆症状を訴えて受診

する方の数は増えており、これに対応する対策が

必要となっている。

　また、アルコールや賭博、ゲームそれにインター

ネット中毒などが話題となっている。摂食障害で

は、昔は神経性食思不振症が問題となっていたが、

今は大食症が話題となっており、これは、パーソ

ナリティーディスオーダということで問題となっ

ている。

　さらに、PTSD 、不登校、虐待、自閉症（アス

ペルガー症候群）などがマスコミでも話題となっ

ている。また、睡眠学では、睡眠が改めて見直さ

れている。

　今までは精神医学の分野では、統合失調症が主

な学問とされてきたが、最近では対象とする学問

の幅が広くなってきたため、われわれもいろいろ

な領域に対応しなければならないという現実に直

面している。

　いわゆる身体医学は科学的で客観的であるとい

えるが、精神医学のひとつの特徴としての、客観

的な指標がないというのが問題で、そのために判

断に主観的なものが入るということである。人間

は、身体的、社会的、実存的なものであるから、

単に自然科学的アプローチをしただけでは、患者

さんを理解することができないのであり、精神医

学では心理、社会的な側面へのアプローチが必要

となってくる。

　いまだに、精神疾患ではその原因がはっきりし

ないものが多くみられるが、最近ではゲノム解析

や、ニューロイメージングによって、その解明に

迫る研究がなされつつある。

　診断基準が人によって違うという問題があり、

これは臨床において大きな問題である。これにつ

いては、最近DSM- Ⅳというアメリカ精神医学会

の診断基準が世界的に普及してきており、同じ診

断基準で疾患を診断しようという動きがある。こ

れは疾患の原因はどうであれ、客観的に見た今

の症状を基準にして診断をしようというものであ

る。

　最近の社会問題として、自殺の問題がある。昨

年は年間自殺者数は3万4千人と過去最高となっ

た。失業や経済的な理由での自殺が多くなってい

るが、これはうつ病との関連が重要視されている。

日本医師会でも「自殺予防マニュアル」を発刊し

て、その防止に力を入れている。

　不安性障害は、精神科以外の一般の診療でも多

く遭遇する疾患で、特に社会不安障害が有名であ

る。さらに対人恐怖症、全般不安障害、適応障害

などがあり、最近これらに対して、SSRI が効果

があるということで話題となっている。

　このように、精神医学は対象が急速かつ広範囲

になってきており、精神科医としても対応してい

かなければならないが、一般診療科においても、

精神科領域の知識を十分に持つことによって、軽

いものは日常診療で対応していただきたいと思う。

　【記：常任理事　西村　公一】

Schizophrenie の呼称変更と偏見の打破
　佐藤　光源（東北福祉大学精神医学）

統合失調症への病名変更
　1993 年全国精神障害者家族連合会からの要請
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に始まり、1995 年日本精神神経学会小委員会で

名称変更の検討が開始された。その結果、2002

年8月、日本精神神経学会は「精神分裂病」から「統

合失調症」に病名を変更した。それを受けて厚生

労働省も公文書への新病名の使用を認め、2003

年 3月には全国で診断書の 78％に新病名が使用

されており、速やかに普及している。

疾患概念の変遷
　名称を変更しただけでは十分でなく、日本では

その疾患概念を国際的なものに変えていく必要が

あった。かつては、精神分裂病の中核は早発痴呆

とされ、原因不明で人格が荒廃していく病気で、

治らないし病名の告知がむつかしいという概念で

あった。統合失調症の概念は、疾患を一つの症状

群と捉え、神経伝達系の不均衡が原因で起こるも

のであり、疾患と人格は別次元のもので、包括治

療によって回復ないしは社会復帰可能な疾患であ

るというものに変わってきた。

　統合失調症の現在の診断基準は、米国国際疾患

分類 (ICD-10) 及び精神医学会診断分類 (DSM- Ⅳ

-TR) が用いられているが、ICD-10 研究用診断基

準によれば、①思考化声、思考吹入・奪取、思考

伝播　②操られる、影響される、抵抗できないと

いう妄想や妄想知覚　③患者の行動に絶えずコメ

ントしたり、仲間たちが患者を話題にしたりする

幻声、身体のあらゆる部分から発せられるという

幻声　④文化的に不適切でまったくあり得ない内

容の持続的な妄想、これらの症状の 1つ以上が 1

か月以上続くと診断できるとされている。

　この疾患の経過は長期にわたることがあり、

20 年以上の長期転帰をみると、精神症状のエピ

ソードをくりかえしつつも、最新の薬物療法と心

理社会的ケアを行えば、約半数は完全な、あるい

は持続的な回復を得ることができる、比較的予後

のよいものだということも解ってきた。

病気はどこまで分かったか
　抗精神病薬が統合失調症に奏効するのは、主に

脳ドパミン神経系の機能を抑制するためであり、

逆にドパミン作動薬の慢性投与や NMDA 拮抗薬

は統合失調症に類似した精神病エピソードを誘発

する。これらの精神薬理学的な知見と視床フィル

ター障害説を組み合わせたものが Carlsson の病

態モデルであり、本疾患の病態を、前頭葉・中脳

－線条体・被殻－視床を結ぶ神経回路の不均衡で

説明している。この病態の仮説を裏付けるように、

前頭前野の体積減少、外側面の機能低下、錐体細

胞棘の減少、GABA-T 活性の低下、前シナップス

機能調節蛋白の異常などが証明されている。

新病名の普及と波及効果
　「精神分裂病」という精神科の診断によって、

診断された人への偏見が生じ、病名自体が回復者

の社会参加を阻むという現実があった。事実、「不

治の病」「人格が崩壊する病気」として捉えられ、

患者は社会から隔離され収容・保護されるという

ことで、家族にとっても人生の重荷となっていた

のである。

「統合失調症」への病名の変更は、スティグマ

の解消だけでなく、精神分裂病として一般に認識

されていた疾患概念が、必ずしも現在の国際的な

疾患概念と一致していないということを認識し、

新しい疾患概念を普及させる目的もあった。その

結果、社会生活機能の回復ということが、患者治

療の目標となってきたのである。

　この病名の変更によって、誤解やスティグマが

解消され、インフォームドコンセントに基づいた

“分かり合った治療”が推進されようとしている。

　【記：常任理事　西村　公一】
　

精神科診断・治療の進め方
宮岡　等（北里大学精神科学講座）

　精神症状を訴える患者を診断する場合、全身疾

患を見逃さないように十分身体現症を診察し、鑑

別に必要な検査を行う。例として血液生化学検

査によって内分泌疾患を診断した例、MRI 検査

によって脳腫瘍が発見された例を示された。精

神現症では訴えていない症状についても評価する

ことが重要であることを強調された。精神疾患は

DSM-IV で分類されることが多いが、臨床では精

神症状の発症原因によって分類する方が理解しや

すい。すなわち、外因性精神障害は身体疾患・薬剤・

中毒などから来る症状である。内因性精神障害は、

統合失調症やうつ病という原因のはっきりしてい

ない精神科特有の疾患の症状である。心因性精神
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障害は、性格や環境に起因するもので、神経症・

適応障害・外傷後ストレス障害（PTSD）などで

ある。

　素人的常識で診断するのではなく、精神現在症

から鑑別診断を進めることが重要である（日医編

「精神障害の臨床」S49 頁）。①意識障害は、特に

軽度の障害に注意する。中毒や身体疾患が原因の

場合がある。②知的機能の障害は、痴呆スケール

などで判定できる。脳腫瘍など器質的疾患の可能

性がある。③幻視は、薬物など外因性が疑われる。

④幻聴・妄想は、統合失調症に多い。⑤躁気分は、

躁うつ病にみられる。⑥抑うつ気分は、内因性う

つ病。⑦その他不安・焦燥・心気などは、神経症

でみられる症状である。

　治療の方向性としては、外因性精神障害では、

代謝性疾患・薬物中毒・脳の器質的疾患など原因

の治療を行う。対症的な向精神薬療法も効果があ

り、補助的に精神療法やカウンセリングを行う。

内因性精神障害は、向精神薬療法が第 1で、次

に精神療法やカウンセリングを行う。心因性精神

障害は、性格や環境に働きかける治療は時間がか

かることから、向精神薬療法と精神療法やカウン

セリングを同程度重視する必要がある。

【記：理事　湧田　幸雄】

一般外来でみられる精神障害
野村　総一郎（防衛医科大学校精神科学講座）

　気分障害のなかで軽症のうつ病は専門医でなく

ても対応できる。うつ病は、憂うつがひどくなり

社会生活が困難な状況、必要以上に心配で妄想的、

自責的で状況が好転しても改善しない、といった

うつ症状と、その持続期間が 2週間以内かそれ

以上続くかで軽症うつ病（小うつ病）と大うつ病

に分けられる。うつ症状がそろっていても、症状

が 2週間以内であったり、症状が 2週間以上続

いてもうつ症状がそろっていない軽症はプライマ

リ・ケアの治療対象になる。

　治療としては、精神療法と薬物療法を併用する。

精神療法の基本は、本人に対しては決して珍しい

病気ではない、必ず治る病気だと説明する。ただ

し家族には、再発しやすいし自殺の危険があるこ

とを説明しておく。休養し、努力することをやめ、

受け身でいることを促す。自殺を防ぐには、周り

に迷惑をかけるのでしないようにと説明し、回復

してきたときは、再燃が多いので焦らないように

する。治療者がやってはいけないこととして、①

お説教、②叱咤激励（例：そんなことでどうする）、

③性格を理由にする（例：性格を直さなきゃだめ

だね）、④安易な慰め（例：大丈夫だよ）。家族へ

の説明の注意としては①回復の見通しと自殺の危

険について、②自殺は治りかけに多いこと、③イ

ライラした態度や部屋の中を歩き回り急に静かに

なる、いつもより長時間外出するなどは自殺の予

兆であること、④怠けているのではないこと、⑤

叱咤激励の禁止、⑥カラオケ・旅行どの気晴らし

を強制しないこと。薬物療法として抗うつ剤の使

用は、副作用に注意して十分量を長期間使用した

方がよい。精神科への紹介が必要な場合は、①重

症で自殺念慮が高度でイライラ・焦燥が強い、②

軽い症状が遷延する、③アルコール・薬物乱用の

合併、④うつ以外の精神障害の可能性のあるもの、

⑤躁病の既往、⑥離婚問題など家族状況が複雑な

ときである。

　次に、不安神経症の中のパニック障害（急性不

安）と全般性不安障害（慢性不安）について解説

された。パニック障害は、まず自由のきかない場

面（乗り物の中など）で急にドキドキする・息が

詰まる・苦しい・痛い・めまいなどが起こり、死

にそう・気が狂いそうといったパニック発作が起

こる。すると同じような場面でまた起こるのでは

ないかと予期不安が起こり、それを避けようとし

て外出恐怖・乗り物恐怖症になり、うつ・慢性不

安が形成される。薬物治療としては、即効性の抗

不安薬と SSRI を用いる。精神療法としては、徐々

に段階的に行動範囲を拡大する行動療法を指導す

る。

　パニック障害の 46％が全般性不安障害で、そ

の約半数がうつ病の併発歴がある。全般性不安障

害の概念は、生活の中のさまざまな不安（例：息

子が事故に遭わないか）、現状にそぐわない不安

（例：主人がリストラにならないか）、過剰な不安

（例：大震災が近いのではないか）を感じ、コン

トロールすることができず、不安表出身体症状（不

眠、動悸、肩こり、倦怠感など）を呈する。治療は、

SNRIとSSRIを8週間以上投与し効果を判定する。

【記：理事　湧田　幸雄】
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精神科治療法の進歩-生物学的治療（薬物、その他）
越野　好文（金沢大学大学院　脳情報病態学）
薬物療法

抗精神病薬療法

定型（従来型）抗精神薬

　フェノチアジン系 - クロルプロマジン

- 鎮静作用が強い

 - レボメプロマジン

- 催眠作用が強い

米国は使用なし

 - フルフェナジン

 - 注射薬　2 週間作用する

　ブチロフェノン系 - ハロペリドール

- 強い抗幻覚妄想作用

　ベンザミド系 - スルピリド

- 少量で抗うつ効果

非定型（新規）抗精神病薬

　リスペリドン 少ない錐体外路症状

　オランザピン

　ペロスピロン

　クエチアピン

　抗精神病薬の薬理作用は、中脳辺縁系の遮断で

抗精神病効果を、中脳皮質系の遮断で、意欲・活

動の抑制、黒質線条体系の遮断で錐体外路症状、

隆起漏斗系の遮断で高プロラクチン血症がある。

　抗精神病薬の副作用は多くあるが、その中で

も悪性症候群は死亡率が高い。発生率は 0.02％

～ 1.8％で、原因薬は非定型より定型抗精神薬の

方が多い。70％の死亡率である。稀に制吐薬の

metochlopramide で起こることがある。新規抗

精神病薬の特徴は、錐体外路症状の発現が少ない

（抗パーキンソン薬が不要）、高プロラクチン血症

を生じにくい、陰性症状に効果が期待できる。ま

た、コンプライアンスの向上で再発が予防できる

し QOL の改善につながる。新規抗精神病薬につ

いて、治療と臨床現場で一致している点は、ESP

（extrapyramidal　system）が少なく、陰性症状を

軽減する、認知及び感情症状を軽減することであ

り、現在は第一選択薬となる。

　抗うつ薬

　第一世代の三環系抗うつ薬の特徴は、過去の

データが豊富である。クロミプラミンは点滴静脈

内投与ができる。速効性があり安価である（イミ

プラミン・アミトリプチリン・ノルトリプチリン）。

欠点としては、抗コリン性副作用、抗α 1系副

作用、心毒性（大量で致死的である）、躁転の可

能性がある。位置づけとしては、重症うつ病やメ

ランコリー型に有効との報告がある。四環系の抗

うつ剤の特徴は、三環系の抗うつ剤より副作用が

少なく、速効性が期待できるものがある。欠点と

しては抗うつ作用が強くないものもある。

　第 3世代の抗うつ剤として、SSRI（フルボキ

サミン・パロキセチン水和物）、SNRI としてミル

ナシプランがある。その他の抗うつ薬として、ス

ルピリド、メチルフェニデートがある。SSRI の

特徴は、利点として、抗コリン性副作用が少ない、

大量服薬でも致死的ではない、強迫性障害・パニッ

ク障害に適応（海外では全般性不安障害、社会不

安障害にも適応）がある。欠点として、薬物相互

作用が多く、服薬初期に嘔気・食欲低下などの消

化器症状が多い。また、初期に不安が増強される

場合があり（jitteriness）、性機能障害が報告され

ている。SNRI の特徴は、抗コリン性副作用が少

なく、大量服薬でも致死的ではない。SSRI より

反応率・緩解率が優れるという報告がある。チト

クロームP450の影響を受けない。欠点としては、

三環系抗うつ薬より尿閉が出現（割合はそれほど

多くない）する。位置づけとしては、第一選択薬

の一つであり、高齢者、身体合併症のある場合に

おいて、他科の処方薬で薬物相互作用がある場合

に適している。

　気分安定薬の特徴は双方向性作用（抗躁、抗う

つ）、躁・うつ両病相の予防効果があり、炭酸リ

チウム、カルバマゼピン、バルプロ酸ナトリウム

がある。

　抗不安薬の分類は、ベンゾジアゼピン抗不安薬

のジアゼパム、アルプラゾラムがあり、セロトニ

ン 1A受容体部分作用薬のタンドスピロン、SSRI

のフルボキサミン・パロキセチン、三環系抗うつ

薬のクロミプラン・イミプラン、SNRI のミルナ

シプラン、ベータ遮断薬のインデラル・テノーミ

ンがある。

　抗不安薬の臨床用量依存という現象がある。

BZ は耐性が形成されずに高用量に至ることがな

いとして、安全性の高さが強調されてきている。

しかし、臨床用量の範囲内でも長期にわたって服
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用し続けているうちに、依存性が形成され、退薬

症状が出現しうるとの事実が、多くの報告によっ

て明らかにされている。臨床用量依存、常用量依

存、低用量依存などと呼ばれて、独自の依存性が

獲得されるとして安易な長期投与への警鐘となっ

ている。

　電気けいれん療法（ETC）は、再度認識され、

安全性を高めることにより、使用されるように

なった。ETC の安全を高める工夫として、修正型

電気けいれん療法（mETC）を行う。恐怖感を取

り除くために静脈麻酔薬を使用、けいれんや骨折

防止のために筋弛緩薬を使用する。認知障害の防

止のために電極配置を劣等半球に使用する。同じ

く認知障害の防止のためにパルス波治療器を使用

する。

　他に、高照度光療法がある。2,500 ～ 10,000

ルクスの高照度の人工光を使用、光源の前で、読

書や編み物をしながら過ごす。1分間に数秒の間

光源を見つめることを 1日 2 時間以上行うと 1

週間で元気が出る。適応は季節性感覚障害、睡眠

相後退症候群という。

【記：常任理事　濱本　史明】

統合失調症の診断と治療
丹羽　真一（福島医大神経精神医学）

　統合失調症の年間発症率は0.2～0.4人 /1,000

人で、生涯の有病率は 1％位である。罹患率に男

女差はないが、女性患者は男性に比して発病時期

が遅く、入院回数が少なく、社会生活機能がよい。

厳密な診断基準を用いれば国や文化の違いによら

ず、罹患率・有病率はほぼ同じである。診断基準

は DSM- Ⅳや、ICD-10 を使用する。広範性発達

障害との関係もいわれるようになってきたが、行

動面で統合失調症と類似している特徴を持ってい

る。

　統合失調症は、陽性症状と陰性症状に分けられ

る。陽性症状は幻覚・妄想が現れ、陰性症状は意

欲の低下・感情の平板化となる。脳の器質的障害

で起こるのが陰性症状で、ドーパミンの過活動に

より起こるのが陽性症状ではないかといわれてい

る。

　単純型統合失調症は、行動の奇妙さ、社会的な

要求に応ずる能力のなさ、全般的な遂行能力の低

下、明らかな精神症状の先行をみることなく、「陰

性」症状（たとえば、感覚鈍磨、意識低下）が少

なくとも 1年以上にわたって進行している。

　Liddle らは、症状の行動を、思考と行動の貧

困症状、思考と行動の不統合症状、現実歪曲の 3

症候モデルに分けている。他に Lindenmayer ら

の 5症候モデルもある。3症候モデルには局所脳

血流異常の関係がある。貧困症状では前頭葉外背

側部の低血流、不統合症状は側頭葉皮質の低血流、

現実歪曲では側頭葉内側部の高血流が認められる

ことを示唆し、臨床症状と一致すると考えられる。

　統合失調症とアルツハイマー病の患者さんの認

知障害の比較を考えると、一番異なるのは記憶の

保持であり、アルツハイマー病の患者さんは統合

失調症の患者さんと比較すると極めて悪い。画像

診断によると、統合失調症患者さんの脳は、正常

者の脳と比較すると、海馬の萎縮と、脳脊髄液で

満たされた脳室の拡大が見られる。

　統合失調症の病因論としては遺伝要因も考え

られ、一親等に患者がいる場合には、発病危険率

は 10倍になる。両親が患者の場合には発病危険

率は 50～ 80％くらいとなる。環境要因として、

生物学的環境のなかでは、母体のインフルエンザ

感染、風疹感染、低栄養、糖尿病、喫煙、産科的

合併症（低酸素）があり、社会的環境のなかでは、

貧困、低い社会階層、都市部、社会の中の小数人

種等がいわれている。

　精神障害に影響するさまざまな要因として、精

神生物学的脆弱性と社会・環境的ストレッサーが

あげられるが、それらからの防御因子として、周

囲からの指示、技能形成、移行的プログラム、向

精神薬等がある。

　統合失調症の病因論は、神経発達異常説であ

り、①画像診断の発達とともに、脳溝の開大（皮

質萎縮）や脳室の拡大所見が明らかとなった。②

この所見は発病前から開いているらしく、発病後

に進行するものではない。③脳の組織学的検索の

結果、海馬・海馬傍回、帯状回、前脳基底部、脳

幹部に細胞配列の乱れや脳細胞の減少などが認め

られる。④この組織学的な変化にはグリア増殖が

伴わない。⑤中枢神経系の分化と形成の時期に平

行して形成される外胚葉桂器官に微細な形成異常

が多い。
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　統合失調症の治療計画策定で考慮すべき項目と

しては、以下の 5項目である。

1. 治療関係の確立を認識していただく。
2. 各種評価は患者さんの身体的・心理的病体を把
握すること。
3. 治療の場を、外来で行うのか、入院で行うのか
決めていかなければならない。
4. 患者と家族に対する疾患教育を行う。統合失調
症であるという病名の告知を行い、理解してい
ただき、患者・家族とともに治療を行う。福島
医大では約 90％の方に病名を告知している。
5. 地域社会資源との協同を目標に、患者さんが改
善していき地域にもどれるよう治療する。また、
社会資源を利用する。

　治療計画の策定としては、急性期治療、回復期

治療、安定期治療の 3期に分けられるが、それ

ぞれについて、症状の評価、治療の場の選択、薬

物・身体療法、心理社会的療法の 4項目がある。

急性期治療は、症状の軽減を目標とし、回復期は

症状が軽快し社会生活に復帰するまでの時期であ

り、症状の再燃に注意しながら社会復帰の準備を

行う。安定期は症状の安定を図りながら、社会復

帰が行える状態を維持することである。

　急性期には薬物療法（患者さんによる評価も行

う）、電気けいれん療法（再評価され効果が期待

できる）を行う。急性期における身体管理は、薬

物等の副作用に注意しながら行わなければならな

い。回復期には陽性症状の増悪防止、原発性の陰

性症状とみかけ上の陰性症状に注意しながら、薬

物の維持を行う。また、不安・抑うつ状態に対す

る適切な薬物の使用を行う。安定期にはその維持

療法における薬物の選択、維持療法の期間、抗精

神病薬の減量の問題がある。

　薬物には再発を予防し、なおかつ減量・中止に

もっていかなければならず、一般的には 4週間

ごとに減量していかなければならない。

　薬物療法で陽性症状が中心のケースとして使用

できるのが、非定型抗精神薬ではセロトニン・ド

パミン拮抗薬のリスペリドンと、塩酸ペロスピ

ロン、多元受容体標準化抗精神病薬のオランザ

ピン、いずれにも属さないフマル酸クエチアピ

ンである。米国・ヨーロッパでは aripiprazole や

ziprasidone が使用されているが日本では認めら

れていない。陰性症状が中心のケースとして使用

できるのは、ほとんど同様であるが、リスペリド

ンの使用量が陽性症状と比較すると少し少ないよ

うである。

　日本では使用されていないが、Clozapine に期

待されているのが認知機能を良くする効果であ

る。知覚機能に対してはかなりの効果が期待でき

る。記憶機能に関しては時間が経過することによ

り効果が期待できる。実行機能に関しては検査に

よって効果の判定が異なってくる。ある程度、従

来薬と比較するとそれ以上の期待ができそうであ

る。

　心理社会的療法（各病気を越えて）は以下のも

のが挙げられる。

1. 個人療法：基本的アプローチ、面接で取扱う事
項、診察する頻度とタイミング
2. 集団療法：集団精神療法、レクリエーション療
法、作業療法、生活技能訓練
3. 家族とのかかわり
4. 心理社会的治療施設やプログラム：社会復帰病
棟、デイケア、住居プログラム、職業リハビリ
テーション、ケアマネジメント。

【記：常任理事　濱本　史明】

精神疾患はどこまで解明されたか
武田　雅俊（阪大ポストゲノム疾患解析学）

米国精神医学会が提唱する DSMは 1980 年代

からわが国に導入され、現在第四版が使用されて

いる。これにより脳内病理に基づく主観的な診断

でなされていた伝統的精神医学が、行動に基づく

客観的診断法へと変革した。また、心理過程推論

で診断されていたものが、脳機能画像などの進歩

により客観的異常として実証されるものとなって

きた。

例えば、うつ病の頻度は脳卒中後に高いが、

特に左皮質梗塞後に多いことが分かっている。ま

た、高齢者うつ病では前帯状回、前頭葉底面の機

能不全が指摘されている。一方、双極性障害では、

海馬におけるミトコンドリアmRNA の発現が減

少しているとされている。さらに、ロッテルダム

スタデイでうつ病の既往のある人では頸動脈のプ

ラークや石灰化の頻度が高いことが疫学的に証明
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されており、うつ病は動脈硬化に関連すると考え

られる。このように、うつ病を器質的異常として

とらえる客観的指標が蓄積しているのである。

　一方、統合失調症の人では、辺縁系と前頭葉の

萎縮が指摘されており、灰白質が 2～ 4％減少し

ているといわれている。小児期発症の統合失調症

ではさらに体積の減少が著しいといわれている。

このように統合失調症は神経変性疾患ともいえる

のである。

【記：保険委員・支払基金審査委員　矢賀　健】

精神科治療法の進歩 -精神療法
牛島　定信（慈恵医大精神医学）

　精神療法とは治療者と患者の間でみられる言語

的、非言語的交流が引き起こす精神的変化を治療

的に活用したものであり、個人的精神療法、集団

的精神療法、家族療法に大別される。すべての精

神療法の基本は支持的精神療法といえる。すなわ

ち、医師は患者の話を傾聴することにより、気持

の通じ合い（疎通性）が生じることになる。医師

に対する信頼感が生まれた後は、医師から言語的

表現を与えられると、何がおこっていたかわから

なくなっていた患者は将来に見通しがもてるよう

になる。

個人精神療法には、力動的精神療法、森田療法、

行動療法、認知行動療法などがある。力動的精神

療法は精神分析的考え方を基にしたもので、その

うち標準型精神分析療法は、週 4回以上カウチ

を用いて自由連想法によりエデイプスコンプレッ

クスを解消するもので治療期間は 3～ 5年であ

る。ところが、最近では前エデイプス期に問題を

残す患者も精神分析療法の対象となり、自由連想

法を対面法に変えたり、面接回数も週 1～ 2回

にしたり、過去の体験よりも現在の体験を取り上

げたりする精神分析的精神療法が広く行われるよ

うになっている。この場合治療経過は 5～ 6年

である。森田療法は神経質の患者に見られる「と

らわれ」を打破するものであり、通常入院で行わ

れてきたが、最近では外来治療として、神経症に

限らず、うつ病、ひきこもり症例、摂食障害など

にも試みられている。その他、行動療法や認知行

動療法は、間違った学習に基づいて生じたと考え

られる症状と、それに対する歪んだ態度を修正し

たり、問題となっている症状や行動を認知の歪み

としてとらえて、その修正をはかることを目的と

したもので、最近広く受け入れられるようになっ

ている。

【記：保険委員・支払基金審査委員　矢賀　健】

コンサルテーション・リエゾン精神医学
堀川　直史（東女医大神経精神科教授）

　コンサルテーション・リエゾン精神医学とは、

「総合病院の（精神科を除く）各科で生じる、こ

ころの問題に対応する活動」と定義され、精神科

医が他科の医師・看護師と一緒に患者の精神的ケ

アをする医療である。コンサルテーション・リエ

ゾンは複合語で、「コンサルテーション」「リエゾ

ン」という 2つの語句からなっている。コンサ

ルテーション精神医学は、他科医が患者の精神的

問題について、精神科医に相談をもちかけ、その

依頼を受けて行われる医療であり、リエゾン精神

医学は、「連携精神医学」とも訳されるように、

精神科医が他科病棟チームの一員となって、ス

タッフへの精神的教育、定期的回診、カンファ

レンスへの参加、患者だけではなく家族や医療ス

タッフへの精神保健についての対応も含めて行う

活動であり、治療だけでなく、予防や教育にも関

与する。したがって、リエゾン精神医学は、患者

の生命予後に対する直接的な影響、入院治療期間

の短縮、QOL の改善に重要である。対象は、救

急医療・ICU・CCU・熱傷ケアユニット・脊損患者・

重症脳外傷・リハビリ・ペインクリニック・IFN

治療患者・HIV 患者・緩和ケア・コントロール不

良の糖尿病・喘息・心身症等がある。リエゾン精

神医学の普及と質の向上には、包括的医療の重要

性に関する意識が病院に定着していなければなら

ない。

【記：理事　萬　忠雄】

精神障害への社会・行政の取組み
白石　弘巳（東京都精神医学総合研究所社会精神医学研究係長）
　2000年4月、「自己決定の尊重」や「社会的後見」

などの新しい理念を取り入れた新たな成年後見制

度が開始された。この制度の目的は、精神上の障

害により判断能力が不十分な人のために、成年後

見人が法律行為を代行したり、詐欺や悪質な取引
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などから財産を保護することである。

法定後見制度：判断能力に障害を有する者を

対象とする。旧禁治産者が後見類型、旧準禁治産

者が保佐類型と改称され、より軽度の人を対象と

する補助類型が新設された。今回の改正で配偶者

が法定後見人となる規定が廃止され、家庭裁判所

が職権で選任することとなった。また身寄りがな

い人などの場合に、市町村長に申し立て権を新設

した。

任意後見制度：判断能力があるうちに本人が

任意後見人を指定して、判断能力が衰えた後の財

産管理や自分の希望する事務について代理権を与

える契約（「任意後見契約」）を公正証書の形で結

んでおき、後見登記制度によって登記しておくも

ので、能力喪失後に契約内容の履行が開始される。

任意後見制度は、法定後見より優先される。

成年後見制度の課題と医師の役割：成年後見

人はインフォームド・コンセントの代諾者となる

権限を付与されていないため、痴呆性高齢者など

の医療に支障が生じることが懸念されている。新

制度下で医師の役割として大きいのは、精神鑑定

に協力することである。

診断書・精神鑑定書の記載には、最高裁判所

が作成した「新しい成年後見制度における診断書

作成の手引き」「新しい成年後見制度における鑑

定書作成の手引き」を参照して所定の書式を用い

る。診断名、その重症度と今後の回復の見込み、

制度利用の可否、どの類型を利用するかについて、

審判官に理解できるように解説する。

【記：理事　萬　忠雄】

診療報酬体系の見直しと平成 16年診療報酬改定
麦谷　眞里（厚生労働省保健局医療課長）

　現行の診療報酬体系は出来高払い方式を基本と

して、昭和 33 年に構築されたが 40 年を経過す

る中で複雑化しわかりにくいものになった。出来

高払いの課題としては、1. 検査、投薬等の量的

拡大のインセンティブが働く、2. 医療技術の評

価や医療機関の運営コスト等が適切に反映され難

い。新卒医師もベテラン医師も診察料は同一であ

る、3. 医療の質や効率性の向上に対する評価が

十分でない、などがある。

　以上のことから、平成 16年度診療報酬改定の

基本的考え方は医療技術等の進歩を踏まえ、患者

の視点から質の高い最適の医療が効率的に提供さ

れるよう、下記 3点を中心に見直しを進めた。

1. 医療技術の適正な評価（ドクターフィー的要素）

・手術の施設基準について、暫定的措置とし

て現行の基準の見直し

・重症化予防に関し、肺血栓塞栓症予防のた

めの医学管理を評価

2. 医療機関のコスト等の適切な反映（ホスピタ

ルフィー的要素）

・診断群分類別包括評価 (DPC) のデータ収集

拡大と評価の検証

・ハイケアユニット、亜急性期入院医療等の

評価

・精神科入院患者の地域への復帰支援等の評価

・臨床研修機能等の整備

・病院・診療所間の初診料の格差を是正

3. 患者の視点の重視

・施設基準が設定された手術については実施

数、手術内容、合併症等を書面で患者への

説明を要件化

・特定療養費制度の見直し

　今後の課題としての医療技術評価、医療機関の

運営コスト、DPC 評価、及び慢性期入院評価等

については中医協の下にそれぞれ分科会をつくり

検討していく。

　上記の説明の中で、個人の考えとして、「昔は

何処にでもあった魚屋、乾物屋、お菓子屋などは

ほとんど無くなり、今は巨大なモールの中に商店

は集中している。世の中は分化ではないのに、医

療界では機能分化と逆に動いているのではと素朴

な疑問をいだく。」と述べた。個人の考えとして

も厚労省の医療課長がこの認識しかないとすると

由々しき問題である。小さな診療所や僻地の医療

機関が頑張るのは時代に逆行しているという考え

方である。今後は注意深く施策の立案、実施を見

守る必要があろう。

【記：副会長　上田　尚紀】

総　括 　桜井　秀也（日本医師会副会長）
　まず、医療課長の機能分化に関する発言につい

て「経済効率のみが重視され、魚屋なども大資本

のマーケットに入ったが、皆パック商品で質の低
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下は歴然としている」と一蹴しまとめの話に入っ

た。まず、現金給付と現物給付の違いを火災保険

と医療保険を例に解説し、現物給付の医療保険に

現金給付の混合診療はありえないと説明。つづい

て政府の規制改革・民間解放推進会議が主張する

混合診療の解禁について、これは小泉内閣の国民

皆保険制度堅持の立場に反するとしたうえで、「混

合診療の解禁を求める趣旨は保険＋自由診療で自

由の部分のみを増やし、保険部分を抑制するもの」

と批判し、さらに「風邪や腹痛などなにもかも保

険免責に拡大し、国民皆保険制度の崩壊に繋がる

可能性がある」と反対姿勢を示した。また、特定

療養費制度のうち、高度先進医療については将来

保険適応されるという前提があるので評価できる

とした。しかし予約診療、200 床以上病院の初

診料、超 180 日の入院基本料などについては今

後中医協で議論していく意向をしめした。

【記：副会長　上田　尚紀】

議決事項

1　第 149 回定例代議員会の付議事項について
　10月 28 日（木）、山口県医師会館において開

催の標記会議の提出議題を決定。

協議事項

1　平成 15年度山口県医師会決算について
　事務局から決算の報告後、監事から監査報告が

あり、決算を承認。

2　第 149 回定例代議員会の議事運営について
　標記会議の議事運営について検討した。

3　社会保険センターで実施する一次予防を中心
とした健康づくり事業等の実施について

　協力することに決定。

報告事項

1　山口県社会福祉審議会（9月 2日）
　山口県地域福祉支援計画（骨子）・次世代育成

支援行動計画については、市町村が策定するもの

であるが、県の立場から総合的に支援するため策

定するものである。県立社会福祉施設（16施設）

の現状の報告があった。 （佐々木）

2　個別指導〔病院〕（9月 2日）
　病院 1機関について実地指導。 （萬）

3　広域予防接種運営協議会（9月 2日）
　広域予防接種は、一部で問題はあるが平成 17

年度から標準料金は広域化になる予定である。各

担当理事へ広域化をお願いした。インフルエンザ

予防接種は、接種期間は 11月～明年 2月末であ

るが、市町村によっては変更が出る場合があるの

で、市町村に問い合わせるようお願いした。予防

接種請求支払い一括システム（案）については継

続審議となった。その他で平成 17年度からツ反

がなくなり、BCGだけの予防接種になる予定。 

（濱本）

理事会 第9回

9 月 16 日　午後５時～ 6時
藤原会長、上田・木下副会長、三浦専務理事、
濱本・佐々木・西村各常任理事、井上・正木・
湧田・萬・杉山・弘山・加藤・田中各理事、
青柳・小田・山本各監事
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4　山口県医療審議会（9月 3日）
　9月 2日、理事会で保健医療計画部会の報告し

たとおり、市町村合併で医療圏域に組み替があ

る。この場合、基準病床数に過不足数が出る医療

圏があり、了解を求められ一部変更を認めること

になった。 （木下）

5　日医勤務医委員会（9月 3日）
　都道府県勤務医担当理事連絡協議会、日医

ニュース「勤務医のページ」等について協議した。

（三浦）

6　中国四国連合常任委員会（9月 4日）
　連合委員長の挨拶後、中央情勢報告、前回医学

会の事業・決算報告、本回の運営の仕方等の協議

があった。なお、次回の担当は香川県で、開催地

は松江。 （三浦）

7　中国四国連合医学会（9月 5日）
　9月 4・5日、徳島市で開催された。詳細は本

号に掲載。

8　山口県救急フェア in 長門（9月 9日）
　長門市で開催、県救急医療功労者知事表彰で団

体は長門市医師会、個人は竹重元寛先生（下松市）

が受賞された。 （佐々木）

9　岩国地区個別指導（9月 9日）
　診療所 8機関について実施。 （木下、西村）

10　医事紛争対策委員会（9月 9日）
　病院 2、診療所 1機関の事案について協議。 

（杉山）

11　やまぐち子どもきららプラン 21協議会
（9月 9日）

　平成 17 年度から平成 22 年度までの計画で、

少子化対策の新たな計画として策定される予定。

（濱本）

12　指導医のためのワークショップ
（9月 11 ～ 12 日）

　山口県セミナーパークにおいて一泊二日の合宿

形式により行われた。 （湧田）

13　山口県介護保険研究大会実行委員会
9月 14 日）

　研究発表、開催要綱を検討した。 （佐々木）

14　その他
　山口県医師会労働保険事務組合における平成

15年度収支報告及び監査報告を行った。（事務局）

1　傷病見舞金支給申請について
　1件申請。承認。

1　母体保護法指定医申請
　1件申請、承認。

互助会理事会 第 5回

母体保護法指定審査委員会
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　あまり大きな声では言えませんが、何年か前に
インターネット（IN）を使って、アメリカのドラッ
グストアにちょっとヤバイ薬を頼んでみました。
1週間後に、至極当たり前のようにブツが届いた
ときには正直驚きました。普通入手が難しいもの
が、自宅から、そして非常に安価に手に入る。一
つの通信手段に過ぎない IN が、社会のあり方を
変えると実感しました。
　ここからはまじめな話。電子メールで症例検討
をしていらっしゃる先生は多いと思います。いつ
でも、そして遠方の先生とも精細な画像を見なが
ら相談ができる。こんな便利なものはない反面、
IN はウィルスやハッキングという危険性を持つ
ために、個人情報の扱いなどには注意が必要でし
た。
　さて、ここからはさらにまじめなお話になりま
す。山口県がセキュリティーの確保された医療情
報ネットワークを作ろうとしています。すでに一
部で稼動を開始し、近い将来県下すべての医師会
に普及していく予定です。システム構築や情報セ
ンター機能は山大医療情報部を母体とした NPO
が受け持ちます。
　平成 13年に県が「山口スーパーネットワーク」
の運用を開始したことが直接のきっかけですが、
県医師会の医療情報システム委員会が以前から
「使われない救急医療情報システム」を「使われ
るものにしよう」と提起してきたことや、医療情
報部を中心として小野田、萩、周南・大島など各
地で情報システムのモデル事業に取り組んできた
ことも一つの要因と考えています。
　このシステムは救急医療の他に「医療」「僻地」
「地域リハ」の連携システムから成り立っていま
す。基本的なポリシーは、システムを医師の身近
に置くこと（医師に活用されるものにする）、2
次医療圏を視野においた（各々の特性に応じ、医
療圏ごとにシステム構築できる）ものであること

でした。また、保健・福祉・介護との連携もこの
システムが目指すところです。
　システムの実際はこれから各地で行われるデモ
ンストレーションでお目に触れると思いますが、
すべてを使っていただくという発想でなく、一部
でもお役に立てばとの考えで設計されています。
私が一部関与させていただいた「医療連携」部分
の内容とメリットはおよそ以下の通りです。
・【医療の質の向上】症例検討（テレビ会議含む）、
画像コンサルテーション、オンライン教科書、文
献検索など。
・【診療補助機能】紹介状、検査データ配信、介護
保険認定審査システム、ML、施設・人物データベー
スなど。将来は日医のORCAや電子カルテ同士の
連携につながっていくシステムであり、医療機関
の経済的メリットにもつながるものです。
・【県民にとってのメリット】医療の質の向上や画
像・検査データなどの連携自体が県民のメリット
となりますが、地域の空きベッド状況、救急医療、
地域リハ、災害時システム、医療機関データベー
スなどはすべて県民の福祉に直結するものです。
・【医師会にとってのメリット】日医、県医から
の文書を電子化して郡市医師会に配信すること
で、医師会の手間と通信費を大幅に軽減できます。
お知らせ、電子会議室、研修会などのビデオライ
ブラリー、スケジュール調整なども使えます。サー
バを自分で管理する煩わしさから解放されること
も大きなメリットと言えます。
　以上、個人的な「声」を越えて、思わぬ大口を
たたいてしまいました。しかし、県と県医師会が共
同で作り、しかも全県下で動くシステムは国内初で
しょう。新しいシステムですから、すべての医療機
関で使いこなされるようになるのには少し時間が必
要かも知れませんが、今後各医療圏の先生方の英
知を集めニーズに適応しながら、必ずや医療の質
を変えるシステムに育つものと確信しています。

小野田市　瀬戸　信夫

情報システムは医療の質を変えるか

いしの声
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広域予防接種が実施されるところとなった。新潟

県、大分県、高知県に次いで 4番目。本年度第 2

回目のこの運営協議会では、平成 17年度の広域

予防接種料金及び対象拡大（児童・生徒の日本脳

炎、二種混合）、今年度の広域における高齢者の

インフルエンザ予防接種等について協議。接種料

金請求支払い一括システム（案）についてはこれ

からの検討課題ということになった。広域化の最

終目標は県内どこでも同じ料金で個別接種が受け

られることにある。総論は賛成でありながら各論

は料金や市町村の予算など金銭的な問題で折り合

いのつかない部分もあったが、協議を重ねるにつ

れて少しずつ目標に近づいているのは喜ばしい。

　9月 3日（金）、山口県医療審議会が県庁にお
いて開催。県医務課の所轄の会議で、県医師会か

ら会長・副会長の 2名が委員に選任されている。

8月 10 日に開催された保健医療計画部会（前回

の県医師会の動きの中で報告）の本会議に相当す

る会議。保健医療圏域をまたがっての市町村合併

にともなう病床の過不足について協議されたが、

不足病床を充足する場合、病床の機能を十分吟味

検討して充足すべきであることが指摘された。

9月 4 日（土）、平成 16 年度中国四国医師会
連合各種研究会が広島県医師会の担当で、翌 5
日（日）には中国四国医師会連合医学会が徳島県
医師会の担当で、いずれも徳島市において開催さ

れた。各種研究会では、地域医療、医療保険、医

事紛争に関する 3つの分科会が行われ、それぞ

れの懸案事項について日医の担当常任理事を交え

て活発な意見・情報の交換があった。この会議に

先立って常任委員会が行われ、その中で、春に連

合総会があって同じような内容のものを秋にも行

うことへの見直し、つまり止めたらいかがかとい

う提案があったが、各種研究会では時間が足らな

いほどの白熱した議論があるし、医学会では日医

の抱えている時事問題を会長自らの講演によって

聴くことができるわけだから、この 2つの会議

は存続させるべきと考えたい。

　9月 9日（木）、郡市医師会長会議。9議題の
ひとつに郡市医師会からの意見・要望があった。

国保連合会における院外処方箋の外用薬の部位の

記載不備に対する査定の是非を問うもので、さっ

そく担当常任理事から国保連合会審査委員会々長

に対して連絡。これを受けて国保連合会より「当

分の間、査定の取り扱いとはしない。しかし、適

切な治療を行ううえで部位の記載は必要なことか

ら、会員への周知を図られたい」旨の回答があっ

た。なるほど、院外処方箋への外用薬の使用部位

の記載については文書で求められていないのでそ

の不備に対して再審査での査定は行き過ぎにして

も、使用部位の明記は間違いのない治療をするう

えでも必要と考えるのが妥当であろう。特に皮膚

科のように複数の病名、部位、外用薬がある場合、

副 会 長　　木下　敬介

県医師会の県医師会の動動きき
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それぞれについて使用部位と使用回数を明記する

のは当然と思われる。

　9月 11 日（土）・12 日（日）の 2日間にわた

りセミナーパークにおいて「指導医のためのワー
クショップ」が行われた。これは今年度から義務
づけられた医学生の臨床研修必修化の中で行われ

るプライマリケア重視の地域医療研修に対する指

導医を養成するカリキュラム。山口県医師会の主

催であるが、日医からも橋本常任理事がチーフタ

スクフォースとして指導にあたった。受講者は県

内から 24名。1グループ 8名ずつの 3グループ

に分かれて、合宿方式によるかなりハードな内容

の研修だったとか。県医師会からも上田副会長、

三浦専務理事、田中・湧田両理事の 4名がディ

レクターとして参加。

　9月 21 日（火）、日本医師連盟執行委員会が
日医会館において開催され、山口県医師連盟より

委員長・副委員長の 2名が参加。第 20回参議院

選挙（7月 11 日）に対する総括があり、自民党

逆風の中でまずまずの成績という考えに対して

もっと多くの得票と自民党内上位でなければ日

医連の主張はとおらないとする厳しい意見もあっ

た。国民皆保険制度堅持のために日医を含めた関

係諸団体による「国民医療推進会議」を結成し、

国民運動を展開する方向が示され、早急に実行に

移されることとなった。

　この会議の前の時間を利用して地元国会議員

（時間の都合で安倍幹事長と高村元外務大臣）を

表敬訪問し、予算編成、税制改正、医療改革（特

に混合診療解禁・株式会社参入への反対）の 3

点について山口県医師会からの要望書を手渡し、

ご高配をお願い申し上げた。

　9月 25 日（土）の午後、総合保健会館多目的

ホールにおいて山口産業保健推進センター主催・

山口県医師会共催・山口労働局後援による「過重
労働対策フォーラム」が行われた。「職域におけ
る過重労働を考える」というテーマで、学識経験

者、行政機関、専属産業医、嘱託産業医、事業主、

衛生管理者等による調査報告や話題提供などがあ

り過重労働への対策が検討された。これを聴きな

がら、医師及び医療従事者の過重労働は一体どう

なっているのだろうと、ふと思ってみたりした。

　9月 26 日（日）、第 89 回山口県医師会生涯研
修セミナー。午前中に 2題の特別講演と午後に
は「うつ病」というテーマでシンポジウムが行わ

れた。「自殺とうつ」の話では前日の産業保健の

過重労働とも関連する部分があり、興味深かった。

　午前中の特別講演の講師古川恵一先生の座長を

させてもらったが、その古川先生との会話で「1

年に何回くらいこのような研修会をされるんです

か」、「山口県医師会として 6、7回、地区医学会

が 4か所でそれぞれ 1回、それに各郡市医師会単

位でもかなりやっていますし、日本医師会として

もやっています」、「医師会の先生方はずいぶん勉

強されるんですね」、「ええ、勉強される先生はよ

く勉強していますが、研修会にまったく出てこな

い先生もいるんです。そこが問題で…」といった

やりとりがあり、少し複雑な気がしたことを覚え

ている。

　9月 30 日（木）、自民党県連厚生部会と県医
師会との懇談会。これは数年前から続いており、
県医師会の懸案事項を聴いてもらったり県政反映

へのご尽力をお願いしたりする会合。今回は、①

小児救急医療対策の充実強化、②救急医療に係

る ACLS（二次救命処置）研修事業の創設、③看

護師等養成所運営費補助金の増額、④社会保険診

療報酬の事業税非課税存続、⑤三位一体改革に係

る医療・福祉政策、⑥「混合診療解禁」と「医療

の株式会社化」の反対の 6項目について各担当

より解説し要望を申し上げた。よく聴いてもらい

適切な質問もいただいた。混合診療の解禁や株式

会社の参入がなぜ国民皆保険制度の崩壊に繋がる

かを、短い時間で説明するのは容易でない。十分

理解してもらえたかどうか、気になるところ。要

領よく分かりやすい説明を用意しておく必要があ

る。

　今月は日医への出向も多かった。9月 3 日の

勤務医委員会には三浦専務理事が、16日の第 26

回産業保健活動推進全国会議には小田理事が、同

日の IT 問題検討委員会には吉本常任理事が、30
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日の健康スポーツ医学委員会には浜本常任理事

が、それぞれ東京へ日帰り出張したほか、18日・

19 日の全国共同利用施設総会には上田副会長、

西村常任理事、正木・田中両理事の 4名が松江

市に出張した。

　9月 21 日の日医連執行委員会から帰りの機内

で東京と大阪の真夏日の記録更新が放映されてい

た。東京が 68日、大阪が 89日を超えたという。

その夜遅く、酔芙蓉の花は暑いほどピンクが濃く

なると、これもテレビで知った。芙蓉は「芙蓉の

顔」といって美人に例えられるそうな。酔芙蓉は

花の白が午後の暑さでピンクに変わることからそ

の名がつけられたという。季語は秋、9月の花。

ひるからの　雲に敏くて　酔芙蓉（下村非文）。
　「蚊帳の中から花をみる /咲いてはかない酔芙

蓉（風の盆恋唄、なかにし礼　作詞）」は不倫の

唄とか。越中おわら風の盆は、富山県は八尾町の

有名な盆踊り。9月1日から3日間、ほとんどぶっ

とおしで踊るときいた。

郡市 県 日 氏名 診療科目 医療機関名

吉南 2 ﾊ - 市原　和彦 整外 ( 医 ) 協愛会阿知須共立病院

吉南 2 ﾊ - 藤井　郁英 内 ( 医 ) 協愛会阿知須共立病院

下関市 2 ﾊ B 山本　洋南 内 ( 医 ) 山陽会長門一ﾉ宮病院

下関市 2 ﾊ B 佐々木　介 精 ( 医 ) 山陽会長門一ﾉ宮病院

下関市 2 ﾊ A2 岡　聡江 内 ( 医 ) 社団松涛会安岡病院

宇部市 1 B 永谷　建 眼 ( 医 ) 社団永谷眼科

山口市 2 ﾊ A2 市田　太郎 内 ( 医 ) 樹一会山口病院

岩国市 2 ﾊ A2 井手　宏 内･呼 三井化学岩国大竹工場附属診療所

山口大学 3 - 内田　耕一 内 ( 消 ) 内科学第一

山口大学 3 A2 神田　隆 神内 神経内科学

－平成 16年 9月受付分－

入　　会
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郡市 氏名 備考

大島郡 西岡　文彦 大島郡国保診療施設組合介護老人保健施設やすらぎ苑　より

吉南 栗山　龍太郎 ( 医 ) 協愛会阿知須共立病院　より

吉南 宮崎　浩美 ( 医 ) 協愛会阿知須共立病院　より

下関市 岩下　敬太

岩国市 岡崎　浩子 三井化学岩国大竹工場附属診療所　より

小野田市 冨永　博 冨永外科医院　廃業

山口大学 三隅　俊吾 神経内科学　より

山口大学 安部　真彰 神経内科学　より

山口大学 木村　正道 神経内科学　より

山口大学 奥田　剛 耳鼻咽喉科学　より

山口大学 橋本　智子 耳鼻咽喉科学　より

退　　会

郡市 氏名 異動事項 備考

大島郡 周防大島町立橘病院 施設名称 【大島郡国保診療施設組合大島中部病院　より】

大島郡
周防大島町立介護老人
保健施設さざなみ苑

施設名称
【大島郡国民健康保険診療施設組合介護老人保健施設
さざなみ苑　より】

大島郡 周防大島町立東和病院 施設名称 【大島郡国保診療施設組合大島東部病院　より】

大島郡 周防大島町立大島病院 施設名称 【大島郡国保診療施設組合大島病院　より】

熊毛郡 市山　雅彦 住居表示 光市岩田 2809-2

吉南 村石　光輝 勤務先 ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ南山口【(医 )社団青藍会あんの循環器内科より】

宇部市 江嶋　清行 勤務先 ( 医 ) 社団泉仁会宇部第一病院【共立美東国保病院より】

山口市 ｸﾎﾞｸﾘﾆｯｸ 所在地 〒 753-0044　山口市鰐石町 6-35　松田ﾋﾞﾙ 2F

山口市 近藤　修 新規開業
〒 753-0826　山口市幸町 3-49-2　近藤こどもｸﾘﾆｯｸ
( 児 )　TEL(083-922-0510)　FAX(083-922-7836)
【済生会山口総合病院　より】

山口市 田村　朗 新規開業
〒 753-0211　山口市大内長野 805-5　たむら内科医院
(内･循･呼 )　TEL(083-941-0167)　FAX(083-941-0185)
【済生会山口総合病院　より】

山口市 林　大資 勤務先 林外科医院【済生会湯田温泉病院　より】

萩市 上塚　晋平 勤務先 ( 医 ) 医誠会都志見病院【厚生連小郡第一総合病院より】

徳山 ( 医 ) 徳山ﾌｧｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ 所在地 〒 745-0015　周南市平和通 2丁目 1木村ビル 1階

光市 光市立光総合病院 施設名称 【総合病院光市立病院　より】

長門市 池山　幸英 勤務先 厚生連長門総合病院【( 医 ) 医誠会都志見病院　より】

長門市 小林　哲郎 勤務先 厚生連長門総合病院【( 医 ) 聖比留会厚南ｾﾝﾄﾋﾙ病院より】

山口大学 小林　俊郎 勤務先 外科学第一【済生会下関総合病院　より】

異　　動
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Women's　Health　in　Shunan　　- 周南女医会 -
お
知
ら
せ
・
ご
案
内

と　き　　平成 16年 10月 30日（土）午後 6時
ところ　　ホテルサンルート徳山　3階「銀河の間」

周南市築港町 8番 33号（徳山駅　新幹線口前）　　TEL:0834-32-2611　　　
対　象　　女性医師　

特別講演（18:00 ～）　　「内分泌医から見たWomen's　Health　～思春期からプラチナエージまで～」
政策研究大学院大保健管理センター教授　　鈴木　眞理

ディスカッション（19:00 ～）　「女性医療の現状と未来」
とさかハートクリニック院長（座長）　　登坂　正子

政策研究大学院大保健管理センター教授　　鈴木　眞理
山口大学医学部保健学科教授　　松田　昌子
やまぐち男女共同参画会議代表　　磯野　恭子

藤野産婦人科　　田村　晴代
取得単位：日本医師会生涯教育制度　3単位
※研究会終了後、情報交換会（立食）を予定しています。

共催：周南女医会　　後援：徳山医師会

市町村合併にともなう政府管掌健康保険被保険者証の記号変更及び交付

　平成 16年 10月法施行の市町村合併及び平成 16年 11月法施行の市町村合併にともない、政府管
掌健康保険被保険者証の取扱いについて、下記のとおり実施します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 平成 16年 10月 1日施行（大島町、久賀町、橘町、東和町）
・町名は「周防大島町」となりますが、記号・番号の変更は行わないことから、被保険者証の切
替えは行いません。

2. 平成 16年 10月 4日施行（光市、大和町）
・大和町が光市となることにより、大和町に所在する適用事業所（記号：熊【59】）の記号が「光
【54】」に変更となります。
・旧被保険者証と新被保険者証の切替えは、平成 16年 11月 1日から平成 16年 11月 30日ま
での間において実施します。

・旧被保険者証は、平成 16年 12月 31日限りで無効となります。
・平成 16年 10月 4日以降に交付する被保険者証は、変更後の記号で交付します。
・平成 16年 10月 4日から平成 16年 12月 31日までの間は、新被保険者証のほか、旧被保険
者証も有効とします。

3. 平成 16年 11月 1日施行（宇部市、楠町）
・楠町が宇部市となることにより、楠町に所在する適用事業所（記号：厚【35】）の記号が「字【02】」
に変更となります。

　旧被保険者証と新被保険者証の切替えは、平成 16年 11月 25日から平成 16年 12月 27日までの
間において実施します。
　旧被保険者証は、平成 17年 1月 31日限りで無効となります。
　平成 16年 11月 1日以降に交付する被保険者証は、変更後の記号で交付します。
　平成 16年 11月 1日から平成 17年 1月 31日までの間は、新被保険者証のほか、旧被保険者証も
有効とします。

（参　考）　　○被保険者証の記号変更
変　更　前 変　更　後

大島町 大 周防大島町 大
久賀町 大 周防大島町 大
橘　町 大 周防大島町 大
東和町 大 周防大島町 大
光　市 光 現行どおり 光
大和町 熊 光　市 光
宇部市 宇 現行どおり 宇
楠　町 厚 宇部市 宇
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労災診療費算定実務研修会
お
知
ら
せ
・
ご
案
内

　労災診療費の請求漏れ等を防止し、適正で効率的な請求をしていただけることを目的とする
「労災診療費算定実務研修」を開催します。

と　き　　平成 16年 11月 18日（木）　13:00 ～ 16:00
ところ　　セントコア山口　　山口市湯田温泉 3丁目 2-7

申し込み・問い合わせ：10月 29日（金）までに RIC 山口事務所に申し込みください。
　　　　　　　　　　　TEL・FAXでの申し込みも受け付けます。

（財）労災保険情報センター山口事務所
〒 753-0074　山口市中央 5丁目 2-34
TEL:083-932-1122　　FAX：083-932-0131

第 240 回木曜会（周南地区・東洋医学を学ぶ会）
と　き　　平成 16年 11月 11日（木）　午後 7時
ところ　　ホテルサンルート徳山　別館 1F「飛鳥の間」　TEL:0834-32-2611

テーマ　　弁証論治トレーニング〔第 37回〕　－高脂血病－

年会費　1,000 円
※漢方に興味おありの方、歓迎致します。お気軽にどうぞ。

[ 代表世話人・解説 ] 周南病院院長　磯村　達　　TEL:0834-21-0357

平成 16年度山口県医師会健康スポーツ医学実地研修会
「中高年の運動器の障害」

と　き　　平成 16年 11月 3日（水・祝）午後 1時～午後 4時
ところ　　山口県医師会 6F大会議室（山口市大字吉敷 3325-1）

研修内容　
　①　講　　義　「中高年の運動器の障害」 山口大学整形外科学教授　田口　敏彦
　②　実地研修　「日常生活におけるテーピング」 指導：ニチバン㈱

参加資格　日本医師会認定健康スポーツ医、山口県医師会員及び関係者（定員：50名）
留意事項　①なるべく実地研修を行いやすい服装（Tシャツ、トレーナー等）でお越しください。

②受講料は無料ですが日本整形外科学会の単位取得をご希望の場合は申請手数料
1,000 円が必要です。

お問合先　山口県医師会事務局医療課（TEL:　083-922-2510）

【取得単位】　日本医師会生涯教育制度　5単位　　日本医師会認定健康スポーツ医再研修　2単位
日本整形外科学会専門医資格継続　1単位　　日本整形外科学会スポーツ医資格継続　1単位

　今井　潔　氏　　岩国市医師会
　9月 30日、逝去されました。享年 76歳。
　つつしんで哀悼の意を表します。

　田中　昌明　氏　　下関市医師会
　9月 29日、逝去されました。享年 76歳。
　つつしんで哀悼の意を表します。

　内村　元継　氏　　　下松医師会
　10月 3日、逝去されました。享年 66歳。
　つつしんで哀悼の意を表します。

　前田　昭　氏　　　玖珂郡医師会
　10月 8日、逝去されました。享年 76歳。
　つつしんで哀悼の意を表します。
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